
○文京区高度地区に係る特例の認定の手続に関する事務取扱要領 

 

２６文都都第１３８号 平成２６年４月１日 

改正 ２７文都都第４２８号 平成２８年３月９日 

 改正 ２０２０文都都第３２４号 令和３年３月２５日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、区が定める高度地区に係る特例の認定（以下「認定」という。）の手続

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）で使用する用語の例による。 

（１）高度地区 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第３号に掲げる高

度地区をいう。 

（２）計画書 都市計画法第１５条の規定により区が定める都市計画における高度地区に関

する計画書をいう。 

（３）認定基準 東京都市計画高度地区（文京区決定）特例の認定に関する基準（平成２６

年３月１７日２５文都計第１０３０４号）をいう。 

（４）申請者 計画書第３項に規定する認定を受けようとする者で、かつ、認定に係る建築

物に関する工事を発注した者又は当該工事を自ら行う者をいう。 

 

（事前協議） 

第３条 申請者は、計画書第３項各号の規定に基づく認定の申請を行う３０日前までに、高

度地区に係る特例の認定事前協議書（第１号様式）を区長に提出し、建築計画について協

議を行うものとする。 

２ 区長は、前項の規定による事前協議があったときは、これを審査し、事前協議結果通知

書（第２号様式）により、当該申請者に対しその結果を通知する。 

 

（建築標識の設置） 

第４条 申請者は、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため、認定基準第３（２）

による建築標識（第３号の１様式）を、当該建築敷地の見やすい場所に設置すること。た

だし、建築標識については、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する

条例施行規則又は文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知

に関する条例施行規則に基づく標識の設置をもって、当該建築標識の設置にかえることが



できるものとする。 

（１）建築標識は、建築敷地の道路に接する部分（２以上の道路に接するときは、そのそれ

ぞれの道路に接する部分）に、地面から建築標識の下端までの高さがおおむね１メート

ルとなるよう設置すること。 

（２）建築標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、

記載事項がその期間中不鮮明にならないように維持管理すること。 

２ 建築標識を設置したときは、速やかに建築標識設置届（第３号の２様式）を区長に提出

すること。また、建築に係る計画を変更したときは、速やかに建築標識の記載事項を訂正

し、建築標識変更届（第３号の３様式）を区長に提出すること。 

 

（認定の申請） 

第５条 申請者は、計画書第３項第１号の規定に基づく認定を受けようとするときは、高度

地区に係る特例の認定申請書（第４号様式）に、別表に掲げる図書（認定を受けようとす

る建築物の建替えの前後の状況を明らかにするものとする。）及び次に掲げる図書を添えて

区長に提出するものとする。 

ただし、区長は、当該図書の全部又は一部を添える必要がないと認めるときは、当該図

書の全部又は一部を省略させることができる。 

（１）現に存する建築物に係る建築基準法第６条第１項の規定により交付された確認済証又

は第１８条第２項の規定による通知書の写し等 

（２）建替え前の建築物が既存不適格建築物であることを示す図書 

（３）建替え後の建築物が、認定基準第２（１）に規定する基準に適合していることを示す

図書 

（４）申請者が、原則として建替え前の建物所有者であることを示す図書 

（５）その他区長が必要と認める図書 

２ 申請者は、計画書第３項第２号又は第３号の規定に基づく認定を受けようとするときは、

高度地区に係る特例の認定申請書（第４号様式）に、別表に掲げる図書及び次に掲げる図

書を添えて区長に提出するものとする。ただし、区長は、当該図書の全部又は一部を添え

る必要がないと認めるときは、当該図書の全部又は一部を省略させることができる。 

（１）計画書第３項第２号又は第３号の規定に基づく特例の認定を受けようとする理由を示

す図書 

（２）認定基準第２（２）又は（３）に規定する基準に適合していることを示す図書 

（３）その他区長が必要と認める図書 

 

（認定の申請の取下げ） 

第６条 前条第１項又は第２項の規定により認定を申請した者は、当該申請に係る認定を受

ける前に、当該申請を取下げようとするときは、高度地区に係る特例の認定申請取下げ届



（第５号様式）を区長に届け出るものとする。 

２ 区長は、前項の規定により高度地区に係る特例の認定申請取下げ届を受けたときは、当

該取下げ届の副本及び当該取下げ届に係る高度地区に係る特例の認定申請書を、当該取下

げ届を届け出た者に返還するものとする。 

 

（認定等） 

第７条 区長は、第５条第１項の規定による認定の申請があったときは、これを審査し、当

該申請に係る建築物が認定基準第２（１）に規定する基準に適合すると認めたときは、高

度地区に係る特例の認定通知書（第６号様式）により、当該申請に係る建築物が認定基準

第２（１）に規定する基準に適合しないと認めたときは、高度地区に係る特例の認定をし

ない旨の通知書（第７号様式）により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

２ 区長は、第５条第２項の規定による認定の申請があったときは、これを審査し、当該申

請に係る建築物が認定基準第２（２）又は（３）に規定する基準に適合すると認めたとき

は、高度地区に係る特例の認定通知書（第６号様式）により、当該申請に係る建築物が認

定基準第２（２）又は（３）に規定する基準に適合しないと認めたときは、高度地区に係

る特例の認定をしない旨の通知書（第７号様式）により、当該申請を行った者に通知する

ものとする。 

 

（認定の変更の申請） 

第８条 前条第１項の規定により認定を受けた申請者は、当該認定を受けた建築物に関し、

認定に係る内容を変更（第３項に該当するものは除く）しようとするときは、高度地区に

係る特例の認定変更申請書（第８号の１様式）に、別表に掲げる図書（当該変更の前後の

状況を明らかにするものとする。以下この条において同じ。）及び第５条第１項各号に掲げ

る図書を添えて区長に提出するものとする。ただし、区長は、当該図書の全部又は一部を

添える必要がないと認めるときは、当該図書の全部又は一部を省略させることができる。 

２ 前条第２項の規定により認定を受けた申請者は、当該認定を受けた建築物に関し、認定

に係る内容を変更（第３項に該当するものは除く）しようとするときは、高度地区に係る

特例の認定変更申請書（第８号の１様式）に、別表に掲げる図書及び第５条第２項各号に

掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。ただし、区長は、当該図書の全部又は一

部を添える必要がないと認めるときは、当該図書の全部又は一部を省略させることができ

る。 

３ 前条第１項又は第２項の規定により認定を受けた建築物に関し、認定に係る内容につい

て軽微な変更をしようとするときは、高度地区に係る特例の認定変更届（第８号の２様式）

を提出するものとする。 

４ 第６条の規定は、第１項及び第２項の規定による認定の変更の申請について準用する。 

 



（認定の変更等） 

第９条 区長は、前条第１項の規定による認定の変更の申請があったときは、これを審査し、

当該申請に係る建築物が認定基準第２（１）に規定する基準に適合すると認めたときは、

高度地区に係る特例の認定変更通知書（第９号様式）により、当該申請に係る建築物が認

定基準第２（１）に規定する基準に適合しないと認めたときは、高度地区に係る特例の認

定の変更をしない旨の通知書（第１０号様式）により、当該申請を行った者に通知する。 

２ 区長は、前条第２項の規定による認定の変更の申請があったときは、これを審査し、当

該申請に係る建築物が認定基準第２（２）又は（３）に規定する基準に適合すると認めた

ときは、高度地区に係る特例の認定変更通知書（第９号様式）により、当該申請に係る建

築物が認定基準第２（２）又は（３）に規定する基準に適合しないと認めたときは、高度

地区に係る特例の認定の変更をしない旨の通知書（第１０号様式）により、当該申請を行

った者に通知する。 

 

（工事の取止め） 

第１０条 申請者は、第７条の規定による認定又は第９条の規定による認定の変更を受けた

建築物の工事を取止めるときは、高度地区に係る特例の認定を受けた建築物の工事取止め

届（第１１号様式）を区長に届け出るものとする。 

 

（申請書等の提出部数） 

第１１条 この取扱要領に規定する事前協議書、届、申請書及び添付書類の提出部数は、正

本及び副本の各１部とする。ただし、申請書及び添付書類は必要に応じて追加で提出する

ものとする。 

 

（特定行政庁への通知） 

第１２条 区長は、第７条の規定による認定又は第９条の規定による認定の変更を行ったと

きは、所管の特定行政庁に対し、高度地区に係る特例の認定を行った旨の通知書（第１２

号様式）により通知するものとする。 

 

別表(第５条、第８条関係) 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築

物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ

並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 



各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 

4面以上の立面図 縮尺及び開口部の位置 

2面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及

び建築物の高さ 

日影図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分

の平均地盤面からの高さ、建築基準法第５６条の２第１項の水平面（以下

「水平面」という。）上の隣地境界線からの水平距離５ｍ及び１０ｍの線

（以下「測定線」という。）、建築物が冬至日の真太陽時による午前８時

から１時間ごとに午後４時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形

状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの

間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる

日影の等時間日影線 

 

 


